
特別講演会 

「通訳案内士業界の真実」 

(2024 年 3 月開催) 
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登録の仕方・仕事の取り方・主な旅行会社 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【１】 全国通訳案内士の登録の仕方 

①全国通訳案内士登録証 

都道府県知事から通訳案内士登録証の交付を受けなければなりません。 

②申請手続き 

自分が在住する都道府県に必要書類を提出して申請してください。申請は、本人が直接各 

都道府県庁に来庁する必要があります。 

③自分が在住する都道府県のホームページにて確認すること。 

 

【２】 仕事の取り方 

(1)アポイントメントを取って面接を受けること 

旅行会社の担当者に電話をすると、履歴書を送付するように指示されることが多いのです

が、必ず担当者とアポイントメントを取って面接を受けるようにしてください。履歴書を送付し

ただけではファイルに保管されるだけで、その後、まず連絡はないものと思ってください。 

(2)面接を受けるときの注意点 

①きちんとした服装をして面接に臨み、言葉使いに気をつけること。 

②通訳ガイドの仕事をする上での自分の強み（海外生活の経験、接客業の経験など）をアピ

ールする。 

③何よりも、通訳ガイドの仕事がしたいという熱意を示すことが大切です。 

(3)最初の仕事のオファーを受けたときの注意点 

最初の仕事は万全を繰り合わせて受けることが大切です。理由がどうであれ、最初の仕事

を断ったら、次の仕事はまずこないと思ってよいと思います。担当者の手元には、何百という

履歴書があるのですから。 

(4)定期的に担当者を訪れること 

面接を受けても一向に連絡がないことが普通なのですが、こちらから何もアプローチしなけ

れば、担当者から忘れ去られてしまいます。そこで、定期的に（３ヶ月とか半年おきに）担当

者に電話したり、直接訪問したりして、自分を知ってもらう努力をすることが大切です。旅行

会社により担当者が頻繁に変わることもあります。そのような時はチャンスと捉えて、挨拶に

行くとよい。 

(5)仕事をもらえるかどうかは担当者の胸三寸にかかっている 

皆さんが通訳ガイドの仕事をアサインする担当者の立場になって考えれば、自然に、どのよ

うな行動を取ったらよいのかはご理解できると思います。 

受けた仕事は誠実に行い、担当者には感謝の気持ちを忘れずに対応すれば、プラスのスパ

イラルの連鎖で良い結果が生まれると思います。 
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(6)旅行会社と直接雇用関係を結び、中間搾取のない仕事をしましょう！ 

派遣会社で働くということは、派遣元である派遣会社と派遣先の旅行会社から二重に搾取さ

れる「間接雇用形態」であり、ガイドにとっては最悪な雇用形態です。 

労働者派遣法にはマージン率に上限がありませんので、通訳案内士団体関連の派遣会社    

には、仕事が欲しいガイドの弱みに付け込んで（好きを搾取して）、5 割以上もピンハネをす

る派遣会社もあります。 

 

【３】 通訳案内士にお奨めの資格 

これから、通訳案内士としてデビューしたいと思っておられる方にお奨めの資格がありますが、

それは、一般的には、添乗員資格と言われている旅程管理主任者資格のことです。 

通訳案内士の現場の仕事は、単に、口頭で観光地の説明（ガイド）していればよいものではな

く、多分に、添乗員的な仕事も要求されます。 

旅行会社の担当者が、新たに通訳案内士を採用する際には、応募者が添乗員的な仕事をす

る能力、センスがあるかどうかも気になるところですので、もし、あなたが旅程管理主任者資格

を持っていれば、他の応募者よりも、面接、採用される可能性がかなり高くなると考えられま

す。 

●旅程管理主任者資格とは 

旅程管理主任者資格には、国内旅行のみに添乗可能な①国内旅程管理主任者資格と海外

旅行・国内旅行の両方に添乗可能な②総合旅程管理主任者資格とがありますが、通訳案内

士としては、①国内旅程管理主任者資格で結構です。 

これらの資格は「TCSA 一般社団法人日本添乗サービス協会」という協会が運営管理をおこ

なっているため、国家資格ではなく民間資格となります。 

●資格を取得するには 

国内旅程管理主任者資格を取得するためには、観光庁長官登録の機関で実施する(1)基礎添

乗業務研修を受講し、(2)修了試験に合格し、(3)一定の添乗実務を経験する必要があります。 

●研修を実施している登録研修機関 

次ページをご参照のこと。 

●研修に必要な期間、費用 

受講者が、旅行会社社員、添乗員派遣会社の登録添乗員か否か、旅行業務取扱管理者資格

所持者か否か、により異なりますが、二日間、15,000 円くらいより。 

●（名前の似ている）旅行業務取扱管理者資格とは 

旅行業務取扱管理者資格とは、旅の企画立案や取引・実施に関する業務を扱うことができる

資格で、国内・海外旅行の両方を取り扱う①総合旅行業務取扱管理者と、国内のみの②国内

旅行業務取扱管理者の２種類があります。 

旅行業務取扱管理者は、「旅行業務に関する取引公正の維持」、「旅行の安全の確保」「旅行

者の利便の増進」を営業所（＝店舗）ごとに管理・監督することが仕事で、営業所（＝店舗）に

最低一人を配置することが法律＝旅行業法で定められています。 
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●旅程管理研修業務 登録研修機関一覧（2023 年 4 月 1 日現在） 

 

有限会社 インターナショナルツアーアシスタ

ンス 

一般社団法人 日本添乗サービス協会 

名鉄観光サービス 株式会社 

一般社団法人 日本旅行業協会 

東武トップツアーズ 株式会社 

株式会社 トップ・スタッフ 

一般社団法人 全国農協観光協会 

株式会社 ツーリストエキスパーツ 

株式会社 読売旅行 

一般社団法人 全国旅行業協会 

アクトレップ 株式会社 

遠州鉄道 株式会社 

学校法人 長崎学院 

有限会社 新旅行資格会 

株式会社 阪急交通社 

名鉄観光バス 株式会社 

クラブツーリズム 株式会社 

株式会社 ジャッツ 

株式会社 ジェイティービー 

学校法人 中村学園 

株式会社 ケイズブレイン 

株式会社 大地エージェンシー 

株式会社 ＪＣプラン 

株式会社 Ｊ＆Ｊヒューマンソリューションズ 

株式会社 日中文化旅行センター 

株式会社 トラジャルフレール 

株式会社 A.J.C 

ジェイエコツアー 株式会社 

株式会社 富士アカデミー 

株式会社 ジーエフ 

株式会社 エイチ・アイ・エス 

株式会社 アーバン・トラベル札幌 

ＪＣＩＴ 株式会社 

 True Japan Tour 株式会社 

株式会社 中和旅行 

テンカイ 株式会社 

一般財団法人 日本旅行業振興協会 

株式会社 日佳国際観光 

一般社団法人 九州通訳・翻訳者・ガイド協会 

広昇 株式会社 

ＪＭＴＳ 株式会社 

グーリィー 株式会社
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【４】 通訳案内士を雇用する主な旅行会社一覧 

（1）関東地区旅行会社 

●株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル（サンライズツアー催行会社） 

〒140-8604 東京都品川区東品川 2-3-12 

電話：03-5796-5400  ＦＡＸ：03-5495-0688 

最寄り駅：東京モノレール・東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 

E メール：gmtga@gmt.jtb.jp 

ホームページ：http://www.jtbgmt.com/jp/index.html 

●株式会社 J&J ヒューマンソリューションズ（略称：JJHS） 

〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-7-10 アーバンネット五反田 NN ビル 3 階 

電話：03-6417-4851  FAX:03-5719-7550 

受付時間：9:30～17:30（土・日・祝・年末年始除く） 

設立：2016 年（平成 28 年）4 月 1 日 

ホームページ：https://www.jjhs.co.jp/ 

●株式会社 日本旅行 訪日旅行営業部 採用担当 

〒160-0017 東京都新宿区左門町 16-1 四谷 TN ビル 4 階 

TEL：03-5369-3908  FAX:03-3225-1004 

ホームページ：https://www.nta.co.jp/houjin/inbound/ 

●株式会社 阪急交通社 

国際営業本部 国際営業部 アサイン担当 

〒105-0004 東京都港区新橋 3-3-9 

ＫＨＤ東京ビル 3 階 

電話：03-6745-7357   

ホームページ：http://www.hankyu-travel.com/ 

●株式会社 はとバス 

総務部人事課 

〒143-8512 東京都大田区平和島 5-4-1 

TEL：03-3761-8168  FAX：03-3761-7600 

ホームページ：https://www.hatobus.co.jp/ 

●西武トラベル株式会社 

国際営業部 

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-4-2 神田東洋ビル 7 階 

電話：03-5296-9220  ＦＡＸ：03-5296-2633 

最寄り駅：JR 神田駅 

ホームページ：http://www.seibutravel.co.jp 

 

●株式会社 ジャパン・グレーライン 
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国際部 国際旅行課 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-14 麹町パレス 7 階 

電話：03-5275-6524  ＦＡＸ：03-5275-6526 

最寄り駅：地下鉄 半蔵門駅 

ホームページ：http://www.jgl.co.jp/ 

 

●株式会社 農協観光 

旅行事業課 

〒143-0006 東京都大田区平和島 6-1-1 TRC アネックス 1 階 

電話：03-6436-8204 

ホームページ：http://ntour.jp/ 

●株式会社 DOA JAPAN （ＪＡＰＡＮ PANORAMIC TOURS） 

【東京オフィス】東京都新宿区西新宿 8-12-8 梅屋ビル 2 階 

電話番号： 03-6279-2988 

ホームページ：https://www.jptours.co.jp/ 

※東京メトロ丸の内線「西新宿駅」徒歩 3 分。その他最寄り駅、新宿駅・都庁前駅など 

※2023 年に移転したばかりの新オフィスです。 

 

【京都オフィス】京都府京都市南区東九条西山王町３１ 

※JR・地下鉄・近鉄 「京都駅」 八条東口より徒歩約 1 分 

※東京で研修後配属となります。 

（下記を募集中）（2024.3.23 現在） 

インバウンド（訪日外国人観光客）専門の日帰りバスツアーのツアーガイド兼ツアープロデュ

ーサー 

 

具体的な仕事内容 

入社後は、先輩スタッフについて、OJT で学んでいただきます。当社の事業を知っていただ

いた後、ツアーガイドやツアープロデューサー業務を行っていただきます。 

お客さま・ツアーガイドや取引先とのやり取り（Email ・電話対応など 8～9 割の業務）は英語

で行います。あなたの持つ英語スキルを存分に活かせる環境です。 

約 6 カ月～1 年で一通りの流れを習得していただき、近い将来、スーパーバイザーやマネー

ジャーにステップアップしていってください。 

【お任せする業務】 

ツアーガイド兼ツアープロデューサー 

①ツアーガイド業務 

②ツアー運行状況の管理 

③ツアーの予約や問い合わせ対応 

④ツアーガイドの採用やスケジュール管理 
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出発時間ギリギリまで、当日参加の予約を受け付けていますので、漏れのないようにガイド

と連携しながらツアー運行のサポートをします。 

また、ツアーガイド業務も週 1～2 回程度あり。デスクワークオンリーでなく外に出ることが気

分転換にも♪ 

現場に出ることで、お客さまのご要望などに気づけます。また現場感をなくさずにお仕事をす

ることができます。 

さらに新しいツアーの企画やマニュアル制作、年に数回の国内・海外出張などもお任せしま

す。 

 

（2）関西地区旅行会社 

●株式会社 ＪＴＢ西日本 

国際旅行営業部（サンライズツアー） 

〒600-8216 京都市下京区東塩小路町 608-9 日本生命京都三哲ビル 6Ｆ 

電話：075-341-1413  ＦＡＸ：075-371-7910 

最寄り駅：JR 京都駅 

ホームページ：http://www.jtb.co.jp/west/ 

 

（３）その他の旅行会社 
 

●Beauty of Japan（BOJ 株式会社） 

ホームページ：https://bojinc.com/ 

〒104-0041 東京都中央区新富 1-3-2 新富町一丁目ビル 5F 

電話番号：03-6222-9696 

事業内容：欧米豪向け個人／団体ツアーの企画、Incentive (MICE)の企画、文化体験プログ

ラム／ツアーの企画、手配、運営、地域向けインバウンドコンサルティング（観光資源発掘、

ツアー造成、送客支援） 

 

●Chris Rowthorn Tours 

ホームページ：https://www.chrisrowthorn.com/ 

日本人全国通訳案内士募集中！ 

東京、京都、奈良、広島、高山で外国人少人数グループ向けのガイドをして頂ける日本人ガ

イドを探しております。経験により料金等優遇致します。 

応募資格：全国通訳案内士資格所持者、明るく元気な方、FIT に興味がある方、英会話堪能

な方（フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語も同時募集中）、スケジュールに融通のつ

きやすい方、毎日メールを確認できる方 

ご興味のある方は Chris Rowthorn までメールでご連絡下さい。 

備考：英語のガイドご希望の方は英語でご連絡下さい。フランス語、スペイン語等の他の言

語のガイドご希望の方は日本語でご連絡下さい。 
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●株式会社ミキ・ツーリスト 

ホームページ：https://www.mikitourist.co.jp/ 

105-6905 東京都港区虎ノ門 4-1-1 神谷町トラストタワー5 階 

TEL: 050-1743-7401(代表) 

 

●みちトラベルジャパン 

ホームページ：https://www.michitravel.com/jp/ 

みちトラベルジャパン株式会社は、世界中から日本を訪れる旅行者に旅行サービスを提供

する旅行会社です。2006 年、まだ訪日旅行がビジネスとして注目されていなかった時代、日

本の魅力を海外の方々に旅行を通じて伝えたいという理念をもって、訪日旅行専業の会社と

して設立されました。 

 

●SEE ASIA TOURS 

ホームページ：https://www.seeasiatours.com/ 

 

●HAKONE UNITED（代表：金子森氏） 

ホームページ：https://hakoneunited.com/ 

 

（４）大切なこと 

旅行会社と直接雇用関係を結び、派遣元と派遣先から二重に搾取される人材派遣会社には

登録しないことが大切です。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（協同組合）全日本通訳案内士連盟（JFG） 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●1982 年創立。 

●1994 年に「協同組合法」に基づき、国土交通大臣より認可を受け、初の「通訳案内業者の事

業協同組合、全国組織」として発足。 

●ホームページ：https://jfg.jp/ 
●理事長：松本美江（まつもと よしえ） 

●組合員数：約 1,000 名（2023 年 1 月現在） 

●組合員全員が「全国通訳案内士試験」に合格し、都道府県知事より登録証を取得している。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ガイドの雇用形態について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（1）直接雇用：正社員、契約社員、アルバイトなど、使用者と労働者が直接雇用関係にある。 

労働関係法規等の適用があり、賃金、労働時間、休日、休暇などについて、労働基準法、最低

賃金法などが適用される。労災保険法が適用され、雇用保険法の被保険者となる(原則)。健

康保険・厚生年金の被保険者になる(原則)。 

（2）間接雇用：派遣労働者のように、使用者と労働者の間に直接雇用関係がなく、第三者が 

指揮命令を行う雇用形態。旅行会社と派遣会社から二重に搾取される最悪の雇用関係。ガイ

ドは、派遣会社で働くべきではない。 

（3）委託契約：ガイドは、一般的指揮監督関係に入らず「事業主」として業務の処理を行う。労働 

基準法上の労働者ではないので、労働関係法規等の適用はない。健康保険・厚生年金の被

保険者にはならない。 

（4）請負契約（現在、これが主流になった）：ガイドは、一般的指揮監督関係に入らず「事業主」と

して独立して仕事を完成させる。労働基準法上の労働者ではないので、労働関係法規等の適

用はない。健康保険・厚生年金の被保険者にはならない。 

（5）ＪＴＢの雇用形態の変遷 

1950 年代～1960 年代(ガイドの黄金時代)には、約 180 名の専属ガイドがいて、月額保証給

＋歩合給、健康保険・社会保険加入の準社員待遇であった。 

1970 年代以降、準社員 → 契約社員 → 「委託契約」という名の「偽装請負契約＝奴隷契

約」（2011 年）へと待遇改悪がなされてきた。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

JTB（GMT）の業務委託基本契約書（偽装請負契約書＝奴隷契約書） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

訪日インバウンド業界の最大手であり、"SUNRISE TOURS" を催行している株式会社ＪＴＢ

（GMT）グローバルマーケティング＆トラベルは、2011 年度より、通訳ガイドとの「雇用関係」を、

「業務委託基本契約」と言う名称の「偽装請負契約書＝奴隷契約書」でガイドを雇用することにな

った。 

（1）「業務委託契約」と言う契約は存在しない 
そもそも、「業務委託」とは日常業務のなかで用いられる一般的な実務用語であり、民法上、「請

負契約」「委任／準委任契約」の 2 つを総称する言葉である。 
 
（2）実態は「労働契約＝雇用契約」である 
民法上、「業務委託契約」では、使用者（GMT）は労働者（ガイド）に対して具体的な指示・命令を

することはできないことになっているが、 ガイドは、仕事の間、都度、GMT に報告し、指示・命令

に従うことになっているので、その実態は「労働契約＝雇用契約」であり、労働者派遣法（第 59
条第 2 項）違反である。  
 
（3）GMT の思惑 
①ガイドと直接、労働契約＝雇用契約（社員、契約社員）を結ばないことにより、GMT は、健康保

険、各種社会保険への加入、ボーナス、退職金、交通費の支払い義務、労災保険加入からのが

れることにより、経費を大幅に節減することができる。 
 
②ガイドが仕事中に交通事故に遭ったとしても、GMT は損害賠償責任を負うことがなく、補償す

る必要もないので、ガイドは、事故の加害者に対して自分で責任を追及することになる。ガイド

が、後遺症で仕事ができなくなっても、GMT は、就業不能補償をする必要がないので、ガイドを

簡単に切り捨てることができる。要するに、「使い捨て奴隷契約」ということである。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

株式会社 JTB グローバルマーケティング＆トラベルの業務委託基本契約書 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社 JTB グローバルマーケティング＆トラベル（以下「GMT」という）と〇〇（以下「ガイド」と

いう）は、次のとおり業務委託基本契約（以下「本契約」という）を締結する。 

第１条 （基本契約性） 

1. 本契約は、GMT が通訳案内（外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をする

ことをいう。以下同じ）、土産物その他の物品販売のセールスこれらに付随して GMT が指示する

業務（以下「本件義務」という）をガイドに委託するにあたっての、基本的条件を定める。 

2. 本契約の定めと個別契約の定めが異なるときは、個別契約の定めが優先して適用される。 
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第 2 条 （個別契約） 

個別契約は、GMT がガイドに対し、本件業務の内容、本件業務の実施期日および場所、受託の

回答期限を記載した書面（以下「発注書」という）を、メールまたはファクシミリで交付し、ガイドがメ

ールまたはファクシミリで承諾した実施期日につきその承諾時に成立する。 

GMT がガイドに対し発注書を送付した後、発注書に記載した受託の回答期限までにガイドが何

らの通知もなかったとき、またはガイドが承諾しなかった実施期日については、個別契約は成立

しないものとする。 

第 3 条 （資料等の提供） 

1. GMT は、本件業務の実施に必要と判断する旅程その他の資料等（以下「資料等」という）を、

予めガイドに提供する。 

2. ガイドは、資料等を本件業務の履行以外のために利用したり、第三者に提供してはならず、

GMT より請求があったときまたは該当する本件業務が終了したときは、GMT の指示に従って資

料等を廃棄し、または GMT に返却する。 

第 4 条 （報告義務） 

1. ガイドは、GMT が請求したときはいつでも、また災害、事故、トラブル等の緊急事態が発生し

た場合は直ちに、GMT に対し、業務の遂行状況を報告しなければならない。 

2. ガイドは、前項の報告に際し GMT から指示されたときは、所定の報告書をもって報告しなけ

ればならない。 

第 5 条 （委託料および諸費用） 

第 6 条 （支払方法） 

第 7 条（報酬） 

1.ガイドは、本件業務の実施にあたり、次の各号に定める条件を充足していることを表明し、保証

する。報酬は次の通りである。カッコ内は新規登録者（GMT 業務が 30 日未満のガイド）の研修

代金である。 

FIT（9 名まで） 

＜４時間以内＞20,000（14,000） 

＜６時間以内＞24,000（18,000） 

＜10 時間以内＞28,000（20,000） 

＜13 時間以内＞34,000（26,000） 

団体（10 名以上） 

＜４時間以内＞23,000（16,000） 

＜６時間以内＞27,000（20,000） 

＜10 時間以内＞32,000（23,000） 

＜13 時間以内＞38,000（29,000） 
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この他、規定時間外手当、深夜・早朝拘束手当、遠距離・長時間拘束手当、前後泊手当、事前事

後打合わせ手当などがある。 

第 8 条 （順守事項） 

ガイドは、本件業務の実施にあたり、次の各号に定める事項を順守する。 

（1）善良なる管理者の注意をもって本件行うを実施すること 

（2）JTB グループ行動規範を尊重し、当該規範に沿った行動をとるよう努めること 

（3）別紙に定める通訳案内等業務運用ガイドラインを順守すること 

（4) GMT より取扱の委託を受けた個人情報を、別途締結する個人情報取扱委託覚書にのっと

り、適切に取り扱うこと 

第 9 条 （再委託の禁止） 

ガイドは、本件業務を、GMT の事前の書面による承認を得ずして第三者に再委託することはでき

ない。 

第 10 条 （通知義務） 

ガイドは、氏名、住所、国籍、委託料の支払先、第７条各号に定める事項その他別途 GMT が指

定する事項に変更があったときは、速やかに GMT に届け出なければならない。 

第 11 条 （知的財産権） 

本件業務の過程で生じた発明、考案、著作物、ノウハウその他の成果（著作権法 

第 27 条および第 28 条に定める権利を含む）は、GMT に帰属する。ガイドは、当該成果につき著

作者人格権を行使しないものとする。 

第 12 条 （秘密保持） 

ガイドは、本契約の履行の過程で知りえた GMT、旅客および宿泊施設、輸送機関、土産物店そ

の他の本件業務の関係者の営業上または技術上の情報（以下「秘密情報」という）を、本契約の

履行以外のために使用してはならず、また第三者に開示し、もしくは漏えいしてはならない。 

第 13 条 （損害賠償） 

1. GMT およびガイドは、その責めに帰すべき事由により本契約に違反して、相手方に損害を与

えたときは、当該損害を賠償しなければならない。 

2. ガイドは、自己の故意または過失により、本契約の履行に関連して、旅客、宿泊施設、輸送機

関、土産物店その他の第三者に対して損害を与えたり、クレームを受けたときは、１０日以内に

GMT に対し所定の報告書を提出するとともに、GMT に対し、GMT が被った損害および GMT が

支払った一切の費用（合理的な範囲での弁護士費用を含む）を賠償する。 

第 14 条 （反社会的勢力の排除） 

第 15 条 （権利義務の譲渡禁止） 

第 16 条 （有効期間） 

第 17 条 （解除）第 18 条 （準拠法および合意管轄裁判所）する。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

GMT 登録通訳案内士業務委託報酬基準の改定 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜ＪＴＢ＞グローバルマーケティング＆トラベルは、2024 年 3 月 1 日より、GMT 登録通訳案内士

業務委託報酬基準 及び クルーズ専用 通訳案内士業務委託報酬基準を改定しました。 

 

●GMT 登録通訳案内士業務委託報酬基準の改定 

http://www.hello.ac/gmt.houdhu.2024.3.pdf 

 

【Ⅰ】業務委託報酬の改定について 

報酬改定に至った理由：急速な訪日需要回復への対応 

 

・社会環境の変化 

コロナ禍後の世界経済回復に伴い、社会環境が急激に変化している。 

お客様のニーズも多種多様に変化しており、GMT からの要望も多様化している 

 

・報酬体系の見直し 

長い間、根本的な見直しを行わず、部分最適を図ってきた結果、追加報酬を中心に、報酬体系

が複雑化し、精算に負荷が生じている 

 

・現場最前線で業務を行っている通訳案内士様のご意見を反映 

適用の条件面含め、不利益や煩雑となっていないか全面的に再考した 

 

報酬改定に至った理由 

人財不足解消への“打ち手” 

・通訳案内士の業務が、業界全体で魅力的な職業となるように 

・登録の通訳案内士の皆様が、GMT のファンとなるように 
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【Ⅱ】改定のポイント 

改定のポイント 

①報酬基準を 10～13％値上げ 

消費者物価指数、賃金値上率などを参考 

（例）団体 13 時間￥39,200→￥45,000 

 

②通信費￥1,000 相当分を報酬へ含む 

税務上の問題（明確な領収証がない、請求明細が不明）、現在の申告方式にかかる精算時の負

荷削減のため、相当額を報酬額に含めて改定 

 

※1 日 1,000 円を超える通信費が発生した場合は、通信会社からの領収証（請求明細書）に基づ

いて清算 

③新規登録者研修報酬対象者の条件緩和 

新規登録であっても経験値により基本報酬の適用へ柔軟な対応 

 

④複雑な追加報酬項目を 13→7 へ削減 

清算時の煩雑さを解消、項目減を他項目の値上げと条件緩和で賄う 

 

【具体的に見直しを行った項目】 

ア.遠距離・長時間加算金の削除 

元来 13 時間を超えることが見込まれる日程について設定された項目だが、新報酬基準では 13

時間を超えた場合は基準時間超過加算金で時間単位でお支払いすることに改定する 

 

イ.事前事後打合加算金の「1 日料金」の削除 

利用実績が著しく少ないため、内訳項目を整理する 

 

ウ．チーフ・見習いガイド、2 か国語加算金の削除 

利用頻度が著しく少ないため、特殊案件として業務依頼時に別途追加報酬額を設定する 

 

⑤業務取消料の適用日を「前日から」を「5 日前から」へ変更 

 

【その他①】 

「クルーズ専用 通訳案内士業務委託報酬」について 

 

・当社「クルーズ営業部」発注分に関しては専用の報酬額を設定しています。（同様に報酬基準を

10～13％値上げ） 

・既に発注済（個別契約締結済）である 3 月 1 日以降の業務につきましては新「クルーズ専用 通

訳案内士業務委託報酬」に基づいてご精算ください。 
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【その他②】 

2 月～3 月の月跨ぎ業務の精算に関して 

・2 月 29 日までの業務は現在の請求書（清算書）、3 月 1 日以降の業務は新しい請求書（清算書）

をご使用ください。 

 

（例）業務日が 2 月 28 日～3 月 2 日までのツアー 

2/28-29 と 3/1-2 の 2 枚に分けて請求書（清算書）を作成してください。 

・業務終了後は、速やかに精算をお願いします。 

・報酬額は、タリフ通りに正しく記載し、必ずご確認をお願いします。 

・万が一、精算漏れ等があった場合、当社は、60 日以内にお支払いをする必要があります。期日

内にお支払いが完了できるように、くれぐれもご協力をお願いいたします。 

 

 

【その他③】 

この件に関するお問い合わせ先 

JTB グローバルマーケティング＆トラベル 

レジャー事業本部 仕入商品販売部 オペレーション 1 課 齊藤利治 

Tel : 03- 5796-5470 Fax : 03-5796-5450 

E-mail: t_saito451@gmt.jtb.jp 

 

●株式会社 JTB グローバルマーケティング＆トラベル 

http://www.jtbgmt.com/jp/ 

本社所在地 

〒140-8604 東京都品川区東品川 2-3-14 東京フロントテラス 

Tel：03-5796-5400（代表） Fax：03-5495-0688 
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報酬改定に至った理由

急速な訪日需要回復への対応
・社会環境の変化
コロナ禍後の世界経済回復に伴い、社会環境が急激に変化している。
お客様のニーズも多種多様に変化しており、GMTからの要望も多様化している

・報酬体系の見直し
長い間、根本的な見直しを行わず、部分最適を図ってきた結果、
追加報酬を中心に、報酬体系が複雑化し、精算に負荷が生じている

・現場最前線で業務を行っている通訳案内士様のご意見を反映
適用の条件面含め、不利益や煩雑となっていないか全面的に再考した

19



報酬改定に至った理由

人財不足解消への“打ち手”

・通訳案内士の業務が、業界全体で魅力的な職業となるように

・登録の通訳案内士の皆様が、GMTのファンとなるように

20



2024年3月1日業務分より 以下の報酬へ変更

GMT登録通訳案内士業務委託報酬基準
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2024年3月1日業務分より 以下の追加報酬へ変更

GMT登録通訳案内士業務委託報酬基準
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改定のポイント
①報酬基準を10～13％値上げ

消費者物価指数、賃金値上率などを参考
例）団体13時間￥39,200→￥45,000

②通信費￥1,000相当分を報酬へ含む
税務上の問題（明確な領収証がない、請求明細が不明）、現在の申告方式に
かかる精算時の負荷削減のため、相当額を報酬額に含めて改定
※1日1,000円を超える通信費が発生した場合は、通信会社からの
領収証（請求明細書）に基づいて清算

③新規登録者研修報酬対象者の条件緩和
新規登録であっても経験値により基本報酬の適用へ柔軟な対応
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改定のポイント
④複雑な追加報酬項目を13→7へ削減

清算時の煩雑さを解消、項目減を他項目の値上げと条件緩和で賄う
【具体的に見直しを行った項目】

ア.遠距離・長時間加算金の削除
元来13時間を超えることが見込まれる日程について設定された項目だが、新報酬基準では
13時間を超えた場合は基準時間超過加算金で時間単位でお支払いすることに改定する

イ.事前事後打合加算金の「1日料金」の削除
利用実績が著しく少ないため、内訳項目を整理する

ウ．チーフ・見習いガイド、2か国語加算金の削除
利用頻度が著しく少ないため、特殊案件として業務依頼時に別途追加報酬額を設定する

⑤業務取消料の適用日を「前日から」を「5日前から」へ変更

24



その他①

「クルーズ専用 通訳案内士業務委託報酬」について

・当社「クルーズ営業部」発注分に関しては専用の報酬額を設定しています。
（同様に報酬基準を10～13％値上げ）

・既に発注済（個別契約締結済）である3月1日以降の業務につきましては
新「クルーズ専用 通訳案内士業務委託報酬」に基づいてご精算ください。

各種業務委託報酬タリフについて

・NECガイドマッチング支援システムに掲載いたしますのでご確認下さい。
・「GMT登録通訳案内士業務委託報酬基準」に関し、クラウドサインでも
通知させて頂きます。

25



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

株式会社 JTB とその歴史 
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●株式会社 JTB：ジェイティービー・グループ（130 社)を統括する持株会社。（前身は、1912 年 3

月 12 日創立）1963 年に（財団法人）日本交通公社の営利部門を分割・民営化し、株式会社日

本交通公社として創業。旅行業界では日本最大かつ世界有数の事業規模を有する企業。 

●資本金：1 億円（非上場） 

●筆頭株主：（財団法人）日本交通公社。2 位：JR 東日本。 

●非上場の理由：①株主の意見に左右されない経営ができる  ②買収される危険性がない 

③財務状況の公開の義務なし ④大株主である財団法人日本交通公社のやりたい放題 

●株式会社 JTB 社長：山北栄二郎（2020 年 4 月より現在に至る） 

●財団法人日本交通公社会長：光山清秀（元 JTB 西日本社長） 

●2022 年度（2022 年 4 月～2023 年 3 月期）のグループ連結決算 

売上高：9,780 億円。(2020 年 3 月期は、1 兆 2,886 億円 )  

●従業員数（グループ全体）：12,290 名（2023 年 4 月現在）(2020 年 3 月末日：27,212 名 )  

●株式会社 JTB の歴史 

1912 年：（任意法人）ジャパン・ツーリスト・ビューローとして創業。 

本部は、東京呉服橋の鉄道院（原敬総裁）内におかれた。主力業務は外国人誘致。 

1927 年：社団法人化。 

1941 年：財団法人「東亜旅行社」に改め。 

1943 年：社名を「東亜交通公社」に改め。戦時下を反映して「旅行」の文字を消した。 

1945 年：財団法人「日本交通公社」に改め。 

1963 年：財団法人「日本交通公社」から旅行営業部門を分離させて、株式会社日本交通公 

       社が誕生した。 

1964 年：訪日外国人向けのパッケージ旅行「サンライズツアー」発売開始。 

1987 年：旧国鉄の分割により、国鉄の保有株数が分散化した。 

       財団法人「日本交通公社」は、37.5％で変わらず。 

       ＪＲ東日本：21.9％  ＪＲ西日本：11.6％ ＪＲ４社（東海、北海道、九州、四国）は、 

各 1％。ＪＲ全体で、37.5％。ここから、ＪＴＢとＪＲグループとの仁義なき戦いが始まる。 

1988 年：株式会社「日本交通公社」から株式会社 JTB へ呼称変更。 

2001 年：株式会社ジェイティービー（JTB Corp.）に改称。 

2003 年：（1 月）「観光立国宣言」（小泉元首相）、（4 月）ビジット・ジャパン・キャンペーン開始。 

2004 年：総合旅行産業から「交流文化産業」へ。社是から「旅行」を外した。 

2006 年：事業持株会社へ移行。新グループ経営体制にて分社化。社員動揺。 

2008 年：（10 月 1 日）観光庁設置。 

2011 年：新グループブランドスローガンを「感動のそばに、いつも。」 

2012 年 3 月 12 日：JTB グループは創立 100 周年を迎えた。 

2018 年 1 月 1 日：株式会社ジェイティービーは、社名を株式会社 JTB に変更。 
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日本におけるガイドの歴史 
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1870 年代：通訳人、料理人、ヴァレット、荷物運搬人だったガイドは、「ハンディボーイ」「遠行ボー 

イ」と呼ばれていた。 

1879 年：実力あるガイドの同業者団体「開誘社」設立。 

1893 年：「ジャパン･ツーリスト･ビューロー」の前身といわれる喜賓会（きひんかい）”Welcome  

Society” が設立され、これが現在の日本交通公社に引き継がれている。 

1897 年：「東洋通弁協会」設立 

1903 年：「帝国通弁協会」（帝国ホテル所属のガイド）設立 

1906 年：「東洋通弁協会」と「開誘社」が合併 

1907 年：「案内業者取締り規則」が施行され、有資格ガイドが誕生。 

      試験科目：外国語、本邦地理、本邦歴史 

      案内業者は、「徽章ヲ製シ」、就業中、左胸部に着けること。免許証を携帯すること。 

      1930 年頃の合格率は、10％程度であった。 

1907 年から太平洋戦争開始前までの間に、約 1,000 名が免許証を下付され、案内業

者として登録したが、「単に資格だけ取って置くといふ程度の人が多く」「実際就業しうる

者の数」は、1938 年末に 199 名であった。語学別では、英語が最も多く全体の 82％の

162 名であり、次いでフランス語 12 名、ドイツ語 10 名、スペイン語 8 名であった。この

内女性は 16 名であった。 

無免許の営業については、「二十五円以下ノ罰金」又は「二十五日以下ノ重禁固」に処

すことになっていたが、無免許ガイドの存在は認められながらも、彼らが処罰された様

子は一切なかった。（→現在の国交省に引き継がれた！） 

1915 年：「全日本外賓通訳業連合組合」が組織された。 

1939 年：「日本観光通訳協会（ＪＧＡ）」が設立。1940 年に社団法人化。 

1947 年：内務省の解体とともに、「案内業者取締り規則」も廃止された。 

1949 年；「通訳案内業法」が公布、施行された。 

弟 1 回通訳案内業試験が、東京、京都、福岡で実施され、合格者は 129 名。内、女性 

は 14 名。合格率は、10％～20％だった。 

1950 年～1970 年： 

1964 年には、東京オリンピック開催もあり、インバウンドは活況を呈し、ガイドは多忙を

極め、高給で雇われた。年間就業日数 300 日というガイドも多くいた。 

また、大学を卒業したばかりの 20 代初めのガイドでも、大企業の部長並みの給与が

支払われていた。 

ＪＴＢには、全国に約 180 名の専属ガイドがいて、現在では信じられないことであるが、

準社員としての待遇（健康保険、社会保険完備、最低給与保証）を享受していた。                                                 

1 ドル＝360 円だったということもあり、ガイドの収入の半分以上がチップだった者もい

て、ＪＴＢの常務並みの月収（約 80 万円）を得ていたという伝説話もある。 

通訳ガイドのゴールデンエイジ（黄金期）と言われるのは、この頃のことである。無資格

ガイドも多数いて、ＪＴＢ京都支店では、無資格ガイドが有資格新人ガイドをあごで使っ
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ていたという笑えない話も残っている。無資格ガイド（ヤミガイド）を多数使うＪＴＢが、

「ヤミの御三家」と呼ばれ始めたのもこの時期である。 

2006 年： 

1997 年に制定された「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光

の振興に関する法律」の特例として「地域限定通訳案内士」制度が 2006 年に施行され

た。6 道県（北海道、岩手県、栃木県、静岡県、長崎県、沖縄県）で「地域限定通訳案

内士」試験が実施された。沖縄県を除き、現在、休止中。 

2011 年： 

政府の新成長戦略に基づき、総合特区制度を実現するための「総合特別区域法案」が

閣議決定され、同年 8 月に施行された。「特区通訳案内士」は、総合特区内において。

通訳案内士の資格を取得していなくても有償でガイド業務が認められる通訳案内士で

ある。 

2012 年： 

「沖縄振興特別措置法」「福島復興再生特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」

により、「特例通訳案内士」制度が創設。         

2014 年： 

「小笠原諸島振興開発特別措置法」「中心市街地の活性化に関する法律の一部を改

正する法律」により、「特例通訳案内士」制度が創設。 

2009 年～2010 年 

観光庁の「通訳案内士にあり方に関する検討会」を経て、業務独占廃止を含む「新ガイ

ド」法案が閣議決定され、観光庁は、法案の国会での成立を画策したが、内閣法制局

の反対にあって、あえなく廃案になった。 

そこで、観光庁は、当時の民主党政権の目玉政策であった「総合特別区域法」に目を

つけ、まず、特区内から、通訳案内士制度の崩壊を目指したということである。 

 

2018 年 1 月 

「業務独占」が廃止され、ガイド市場に、無資格ガイド（ヤミガイド）が大手を振って参入

することになり、有資格ガイドとヤミガイドは、限られた仕事を求めて仁義なき価格競争

を強いられることになった。 

旅行会社（エージェント）は、これ幸いとばかりに、ガイドを安い料金でこき使えることに

なり、多くの有資格ガイドは割を食うことになった。 

一方、ガイドの質を重視する旅行会社は、これまで通り、優秀な有資格ガイドを比較的

厚遇しており、ガイドの格差、二極分化が進むことにもなった。 

2020 年～2022 年 9 月：コロナのパンデミックにより、インバウンド業界は壊滅的打撃を受けた。 

2022 年 10 月～現在 

コロナの水際対策が 22 年 10 月に本格緩和され、インバウンド（訪日外国人）の回復が

鮮明になってきた。22 年 12 月の訪日客数は 137 万人で、コロナ前の 19 年同月の 54%

に戻った。22 年通年では約 383 万人で 19 年の 12%とはいえ 21 年の約 16 倍となり、優

秀な有資格ガイドには仕事が殺到するようになった。 
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研修監理員、通訳・エスコートガイドのご紹介 
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（１）通訳案内士（通訳ガイド） 

通常は、旅行会社、派遣会社を通じて仕事を得る（与えられる）のであるが、独立、起業に関 

心のある方は、スマホ、タブレット対応の自分のホームページを作成して、世界に向けて営業

活動を開始することをお勧めしたい。 

（２）研修監理員 

国際協力機構（ＪＩＣＡ）が、政府開発援助（ＯＤＡ：Official Development Assistance）の一 

環として、開発途上国（アジア、アフリカ、中南米、中近東等）から、研修生を受け入れて実 

施する技術研修のコースに配置されて、研修現場の管理、研修受入機関との連絡調整、講 

義用テキストの作成、研修旅行の手配・同行、日本滞在期間中の通訳、研修員の健康管理、

茶道や生花の紹介、パーティーの開催など、研修にかかわるすべてのケアをまかされるコー 

ディネーターの仕事である。 

来日した研修生にとって滞日期間中を通じ、最も身近な存在となるので、日本に対する印象 

と理解を大きく左右する重要な役割を担っている。 

財団法人日本国際協力センター（ＪＩＣＥ）に、約 1,500 名の登録者がいる。 

国際協力機構（ＪＩＣＡ）：Japan International Cooperation Agency 
http://www.jica.go.jp/ 

財団法人日本国際協力センター（ＪＩＣＥ）：Japan International Cooperation Center 
http://sv2.jice.org/ 

（３）通訳・エスコートガイド 

外務省、国際交流基金などの政府機関が招聘する外国人の通訳、エスコートガイドの仕事 

である。国際交流サービス協会（IHCSA)（イクサ）を通じて、仕事のアサインがなされる。 

毎年、約 4,000 名の招聘客が来日しており、招聘客は、各国のオピニオンリーダー、報道関 

係者、中堅指導者、文化人などで、現在活躍中の人のみならず、将来有望な人も含まれて 

いる。通訳もエスコートガイドも、語学力だけではなく、日本代表として相応しい人物であるこ 

とが求められる。女性の就業者が圧倒的に多く、ＶＩＰ（重要人物）の接遇には、年配のベテ 

ラン通訳（ガイド）が指名される。エスコートガイドになるには、通訳案内士試験に合格してい 

ることが必須条件である。季節に関係なく、年間を通じて仕事がある。 

国際交流サービス協会(IHCSA) 

一般社団法人国際交流サービス協会 国際事業部 招聘グループ 

IHCSA ＝International Hospitality and Conference Service Associations 
http://www.ihcsa.or.jp/tuuyaku/ 
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インボイス制の概要 
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●そもそもインボイス制度とはどんな制度？ 

インボイス制度は適格請求書等保存方式の略称で、事業者が発行する請求書や納品書の保存

に関する制度です。 

制度の導入によって新たに発行することになる請求書は、適格請求書と呼ばれ、適切な手続き

を経て発行、保存することで消費税の仕入額控除が受けられます。 

制度の対象になるのは請求書を発行する側だけでなく、受け取る側も含まれます。 

参考：国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」 

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ 

 

●インボイス制度の目的 

事業主が取引を行う際の消費税の税率や税額を正確に把握すること、また、免税事業者の消費

税に関する益税を是正することも目的としています。 

令和元年から施工された消費税の軽減措置によって、仕入れ税額に 8%と 10%が混在するように

なりました。 

これに伴い正しい消費税の納税額を割り出すことを目的として、商品の価格と税率を書類で保存

することが義務付けられることになりました。また、書類を保存することによって事業者側の不当

利益やミスを防ぐ目的もあります。 

 

●益税とはなにか？ 

中小企業や零細企業（フリーランスなどの個人事業主を含む）の負担を軽減するための制度で、

受け取った消費税が納税されないまま企業の手元に残ることを言います。この手元に残るのが

益税といわれるものとなります。 

売上高が 1 千万円以下なら消費税の納税義務を免除されますが取引先などが負担した消費税

は納付されませんので益税として利益になります。 

しかし、インボイス制度が施行されたことにより、免税事業者のままでは税額票の発行ができま

せんので、取引を続けるためにも免税から課税に切り替える事業者が増えることが想定されま

す。 

 

●適格請求書等保存方式とは 

使用される適格請求書等保存方式では、記載が義務づけられている項目がいくつかあります。 

 

①事業者の氏名及び登録番号 

②取引年月日 

③取引内容 

④税率毎に分け、合計した対価の額及び適用税率 

⑤消費税額 
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制度の対象となる事業者は現在の請求書が使えなくなってしまうため、事前に適格請求書に向

けた新しいテンプレートを用意しておきましょう。請求書を自動作成するシステムを導入している

企業の場合は現在使用しているシステムをリニューアルする必要もあります。 

実際にインボイス制度が施行されることを機に、freee 会計やマネーフォワード クラウド会計など

のクラウド会計ソフトを導入された企業やフリーランスの方も多いかと思います。 

フリーランスなどの個人事業主は請求書の数が少ないからと言って、エクセルなどで対応しようと

考えている人も多いようですが、その場合はインボイス制度に対応している請求書テンプレートを

ネットで探してみましょう。 

 

●従来の請求書等保存方式とは何が違う？ 

従来の請求書と新たな保存方式を比較すると、登録番号、適用税率、消費税額の項目が追加さ

れるだけです。そのため、制度の導入による追加項目で請求書のテンプレートが大きく変更され

ることはありません。 
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導入の流れ（スケジュール） 
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制度を導入する際の具体的な流れについて解説します。対象となる事業者は最寄りの税務署に

出向き、事前に登録の手続きを行うことになるため、大まかな流れを必ず理解してください。 

 

●適格請求書発行事業者の登録 

適格請求書の発行事業者として適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。登録する

には管轄となる税務署で定格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。登録が完了すると

制度で使用するための登録番号が交付されます。 

 

●消費税課税事業者の登録 

現在は消費税を納付していない個人事業主の場合は、消費税を納付する事業者としての登録を

同時に行いましょう。登録には同じく管轄税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出します。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

インボイス制度による影響は？ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●課税事業者 

消費税を収める事業者はインボイス制度が導入されたとしても、これまでと同じように消費税を支

払う必要があります。しかし、使用する請求書が適格請求書に変わるため、会社の経理システム

などは変更する必要がでてきます。 

また、取引先に個人事業主やフリーランスが含まれる場合は、取引先の事業者に消費税を納付

しているかどうかを確認することになります。制度では、取引先に消費税を納めていない事業者

（免税事業者等）が含まれている場合は、仕入税額の控除を受けられなくなります。 
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もちろん、制度の導入後にすぐに控除が受けられなくなるのではなく、一定の割合だけ控除を受

けられる経過措置も用意されており、令和 5 年 10 月から令和 8 年 9 月までは仕入税額相当額

の 80%の税負担を控除することができます。 

 

●免税事業者 

消費税を納めていない免税事業者は取引先との取引を継続するために、消費税を納める必要

があります。消費税を納めないまま取引を続ければ、取引に余計な税金を納めてもらうことにな

るからです。もちろん、消費税を収める事業者になった場合は、消費税の納付義務があるため、

事業規模が小さい場合や、売上が少ない個人事業主などは大きな税負担になってしまいます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

インボイス制度のメリット、デメリット 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●インボイス制度のメリット 

制度のメリットは、納税額の計算が円滑になることです。現在の制度は複数の税率を計算するこ

とになるため税務処理に大きな時間を要していました。新しい制度が導入されると適格請求書に

記載さえた売上と仕入の消費税を足し、売上の消費税から仕入の消費税を引くだけで簡単に納

税額が計算できるようになります。 

 

●インボイス制度のデメリット 

デメリットは導入に伴う申請やシステムの改修で大きな負担がかかることです。税務署で適格請

求書発行事業者の登録を行うことはもちろん、新たな請求書に合わせたシステムの改修に伴う

ためのコストもかかります。また適格請求書を扱う事業者はパソコンなどでデータを記録する必

要があるため、それに伴う情報機器などの準備も必要になります。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

税理士からもなぜ問題視されているのか 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●問題だと思われる理由とは 

インボイス制度に関しては税理士の中から多くの問題提起がされています。税理士の会合では、

そもそも消費税という制度に問題があり、法律上は事業者が消費税を預かるという規定はなく、

事業者が消費税率に当たる対価を得ているだけとしています。また、複数税率が導入され 2 年

半が経過したが、適切に納税が行われており、新しい制度による適正な課税は不必要であるとし

ています。 

 

●税理士からも中止を求められている 

新しい制度によって影響を受ける事業者は 1000 万人を超えると言われ、これまで免税処置を受

けていた個人事業主にとっては 10%の消費税が大きな負担になると指摘しました。 
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仕組み自体に大きな欠陥のある消費税に対して新しい制度を導入する理由も存在しないとして

います。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

免税事業者のままでいることは可能？ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

消費税は基準期間の課税売上高が 1000 万円以下の事業者に対して、納税を免除する免税制

度があります。基準期間になる売上は 2 種類があり、個人事業主では前々年度の売上高、法人

では前々事業年度の課税売上高です。個人事業主やフリーランスの中には消費税を納付しない

自分には関係のない制度だと考える人も多いです。 

しかし、それは大きな間違いです。なぜなら適格請求書の発行には消費税を納付する必要があ

るからです。そのため自分が消費税を納めていない場合は、取引先に提出する請求書に登録番

号の記載ができません。登録番号が記載されていない請求書は、税額の控除を受けられないこ

とから、取引先は消費税を負担しなければいけないことになります。 

そのため、これまで消費税を納めていない事業者と取引をしていた企業も、経過措置の期間を超

えると取引を取りやめる事例が急増すると言われています。消費税を納めずにこれまで事業を進

めていた個人事業主も制度の施行に向けた対応をする必要があります。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

免税事業者（フリーランス・個人事業主）が対応するべきこと 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

個人事業主やフリーランスは、インボイス制度の施工に備えて消費税を収める事業者として登録

する必要があります。消費税を収めるための登録を行うためには管轄の税務署で消費税課税事

業者選択届書を提出します、また個人事業主の登録には登録日から消費税を収めるまで経過

措置が用意されています。 

経過措置を受けることができれば、課税対象となる期間を伸ばすこともできるため、同時に届出

を行うことをおすすめします。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

他にも影響が大きい事業者とは？ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和元年から実施されている軽減税率制度によって、帳簿上の税率を 8%と 10%で区分する必要

がありました。新しい制度が導入されれば、経理業務を行う際に複雑な区分経理を継続していく

必要があるため、注意が必要です。 

飲食業や建設業の場合は仕入先に免税事業者が含まれる事が多く、影響も大きいと考えられま

す。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

結論は適格請求書事業者として登録するべきなのか？ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

新しい制度の影響で個人事業主やフリーランスの多くが、消費税を収める事業者として登録を行

う必要があります。 

なぜなら、適格請求書発行事業者に登録し消費税を納めなければ、取引先の企業が代わりに消

費税を納付することになるため、最悪の場合は取引先との関係性が打ち切られてしまうリスクが

あります。 

制度の導入にあたって経過措置期間が設けられているものの、今後事業を続けていく上で大き

な影響を受けることは間違いありません。 

また、新しい制度の導入によって経理業務の複雑化や請求書のシステム変更を余儀なくされる

企業も増えることが予測されるため、税理士事務所では消費税を納税することになるフリーラン

スや個人事業主はもちろん、顧問先の企業のサポートを行うことも大切です。 

一人親方ともいえるフリーランランスや個人事業主に多い免税事業者の方に影響が大きいイン

ボイス制度、制度を理解しないまま適格請求書事業者として登録することのないようにしっかりと

準備しておきましょう。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

そもそも、通訳案内士業界で働くとは？ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（1）通訳案内士業界で働くということとは。 

①旅行会社に直接雇われるということ。雇用形態は、正社員、契約社員、アルバイトなど。 

②派遣会社に雇われて、旅行会社と派遣会社の二重（三重～四重）搾取を受けるということ。 

③自分でお客さんを直接獲得すること。（自分のホームページを通じて） 

④自分で旅行会社を設立し、通訳案内士を雇用して経営者となる。 

（2）旅行会社、派遣会社に雇われるということとは。 

①どれほど高給であっても、上限が決まっている。 

②上からの指示、命令に（いやでも）従わなければならない。 

③いつかは、辞めなければならない。（会社の倒産、リストラ、定年、いやがらせ） 

（3）自分で旅行会社を経営するということ。 

①収入に上限がない。 

②戦闘力（但し、企画力、実行力、法律の知識、特に営業力）が必須である。 

③定年がない。 

（4）ネットを駆使すれば、老若男女の区別なく、誰でも、起業、独立できる時代である。 

（5）やるか、やらないかは、あなたの決心次第である。 

（6）会社は、銀行に支配されている。 

⇒銀行は、日本銀行、金融庁（政府）に支配されている。 

⇒日本銀行は、国際決済銀行（BIS）に支配されている。 

⇒国際決済銀行（BIS）は、国際金融資本に支配されている。 

（7）つまり、先進国で賃金労働者として会社(組織)で働くということは、国際金融資本のために働

くということである。 

（8）国際決済銀行（Bank for International 
Settlements＝BIS）は、1930 年に設立さ

れた、中央銀行相互の決済を行う組織であ

る。中央銀行の中央銀行とも呼ばれ、各国

の中央銀行を支配、統制している。通常業

務として各国の中央銀行の外貨準備を運

用する機関投資家でもある。国際決済銀行

本部は、スイス、バーゼルの国際金融資本

であるロスチャイルドが所有するビルの中

にある。  
国際決済銀行本部ビル 
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２０１９年１月２９日 

 

日本観光通訳協会会員向け 

「全国通訳案内士賠償責任保険」の販売開始について 
 

 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上火災保険株式会社（社長：原 典之）は、１月 

下旬から、一般社団法人日本観光通訳協会（注１）（会長：萩村 昌代、以下「協会」）の会員向けに、全国

通訳案内士（注 2）の業務に関わるさまざまな賠償リスクを包括的に補償する専用保険制度を立ち上げました。 

本商品は、訪日外国人旅行者の増加に伴い、通訳ガイドや旅程管理業務等、全国通訳案内士が担う 

業務の重要性が増していることを受け、当社と協会が連携して、これらの業務に関わる賠償事故を補償す

るものです。 

三井住友海上は、今後も多様化するお客さまニーズに応える商品・サービスの開発を積極的に進めてい

きます。 
 

（注１）１９４０年に設立された全国通訳案内士の団体であり、研修、就業案内、通訳案内業の普及等に取り組んでいます。 

（注２）通訳案内士法において「報酬を得て、通訳案内（外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をするこ

と）を業とする」者です。 

 

１．商品の特長 

全国通訳案内士の業務遂行に伴い、協会の会員である加入者が負う賠償責任を総合的に補償します。 

補償の対象となる業務および想定する事故例は、以下のとおりです。 
 

主な対象業務 想定する事故例 

通訳案内業務 
・食品情報を誤って伝え、それを食べた外国人旅行者がアレルギーを発症した。 

・横断歩道でない部分を先導・案内し、外国人旅行者が車両と接触した。 

旅程管理業務 
・スケジュール管理を誤り航空機に乗り遅れ、追加宿泊・発券費用が発生した。 

・道を間違え、演劇の時間に間に合わず返金を求められた。 

受託物の管理 
・旅行会社から預かったファンド（準備金）や団体乗車券を紛失した。 

・外国人旅行者より預かったカバンを紛失し、中に入っていた金銭が無くなった。 

 

２．開発の背景 

近年、政府によるビザ発給要件の緩和や航空路線の拡充等を背景に、訪日外国人旅行者数は年々増加し、 

２０１８年には過去最高の３，１１９万人を記録しました。今後、政府は、東京オリンピック 

パラリンピックが開催される２０２０年に４，０００万人の目標を掲げており、これまで以上に 

全国通訳案内士等の訪日外国人旅行者に対応できる通訳ガイドの需要が高まっています。 

一方、全国通訳案内士の業務に伴うミスにより、損害賠償を求められる可能性も高まっていることから、

当社と協会は連携して、全国通訳案内士制度の安定的な発展を図るべく、協会会員向けに専用保険制度

を立ち上げました。 

 

以 上 
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政府（政権与党）

国民

国際金融資本
（軍産複合体）

（ディープステイト）

銀行

大企業

国際決済銀行（BIS）

誰が世界を支配しているのか？

中央銀行（日銀、FRB、ECB）
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、
年

収
1
0
3
万

、
1
0
6
万

、
1
3
0
万

、
1
5
0
万

円
の

壁
を

作
り

、
夫

へ
の

依
存

度
を

高
め

る
奴

隷
化

政
策

を
堅

持
し

て
い

る
。

一
方

、
夫

は
、

裁
量

労
働

制
で

無
制

限
の

サ
ー

ビ
ス

残
業

を
強

い
ら

れ
、

7
5
歳

ま
で

企
業

の
奴

隷
と

し
て

搾
取

さ
れ

よ
う

と
し

て
い

る
。

年
金

制
度

が
崩

壊
確

実
の

中
で

、
老

後
に

不
安

を
抱

え
る

「
企

業
戦

士
夫

婦
」
が

い
る

一
方

で
、

大
企

業
は

「
内

部
留

保
」
と

し
て

5
0
0
兆

円
を

貯
め

込
み

ウ
ハ

ウ
ハ

状
態

に
あ

る
。

●
国

民
を

貧
困

化
（
＝

奴
隷

化
）
さ

せ
る

あ
の

手
、

こ
の

手
①

（
国

の
）
教

育
ロ

ー
ン

で
大

学
卒

業
時

に
す

で
に

借
金

漬
け

に
す

る
。

　
②

非
正

規
労

働
者

比
率

4
0
％

（
実

際
は

5
0
％

以
上

？
）
で

教
育

ロ
ー

ン
が

返
済

で
き

な
い

人
続

出
。

　
③

住
宅

買
っ

た
ら

、
3
5
年

住
宅

ロ
ー

ン
の

借
金

地
獄

。
●

通
訳

案
内

士
試

験
に

合
格

し
て

も
、

悪
質

派
遣

会
社

に
行

く
と

、
5
0
％

以
上

ピ
ン

ハ
ネ

さ
れ

、
旅

行
会

社
と

派
遣

会
社

の
食

い
物

に
さ

れ
る

の
で

ご
注

意
く
だ

さ
い

。

●
す

べ
て

の
社

会
形

態
（
上

部
構

造
）
は

階
級

性
（
階

級
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
）
を

持
つ

●
ス

ポ
ー

ツ
に

お
け

る
階

級
性

（
ボ

ー
ル

が
小

さ
い

ほ
ど

、
上

の
階

級
に

属
す

る
）

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル

（
N

B
A

選
手

の
7
4
%
が

黒
人

。
一

方
、

チ
ー

ム
の

オ
ー

ナ
ー

、
コ

ー
チ

、
ト

レ
ー

ナ
ー

の
9
0
％

以
上

は
白

人
）
→

サ
ッ

カ
ー

（
多

数
の

ス
ラ

ム
街

出
身

の
有

名
選

手
：
ペ

レ
）
→

ア
メ

フ
ト

（
黒

人
が

N
F
L
選

手
の

7
0
%
）
→

野
球

（
黒

人
が

M
L
B

選
手

の
6
0
%
）
→

ゴ
ル

フ
(安

倍
首

相
と

ト
ラ

ン
プ

大
統

領
。

全
米

プ
ロ

ゴ
ル

フ
協

会
が

、
「
白

人
の

プ
ロ

ゴ
ル

フ
ァ

ー
で

あ
る

こ
と

」
と

い
う

入
会

規
定

を
廃

止
し

た
の

は
1
9
6
1
年

で
あ

る
。

タ
イ

ガ
ー

・
ウ

ッ
ズ

は
、

か
つ

て
、

黒
人

で
あ

る
と

い
う

理
由

で
、

あ
る

ゴ
ル

フ
場

で
プ

レ
イ

す
る

こ
と

を
断

ら
れ

て
い

る
。

●
ア

メ
リ

カ
の

プ
ロ

野
球

の
普

及
は

、
ル

ー
ズ

ベ
ル

ト
大

統
領

の
鶴

の
一

声
に

よ
る

。
（
1
9
4
2
年

）
フ

ラ
ン

ク
リ

ン
・
ル

ー
ズ

ベ
ル

ト
大

統
領

「
（
国

民
を

支
配

す
る

た
め

に
は

）
野

球
を

続
け

る
の

が
最

善
で

あ
る

と
正

直
に

思
っ

て
い

る
。

誰
も

が
こ

れ
ま

で
以

上
に

長
時

間
厳

し
い

労
働

を
強

い
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。
と

い
う

こ
と

は
、

今
ま

で
以

上
に

全
国

民
が

（
野

球
の

よ
う

な
）
リ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
の

機
会

を
持

つ
べ

き
だ

。
（
そ

し
て

、
政

治
の

こ
と

は
忘

れ
て

も
ら

お
う

）
」

●
日

本
の

プ
ロ

野
球

の
普

及
は

、
G

H
Q

の
マ

ッ
カ

ー
サ

ー
の

「
3
S
政

策
」
の

結
果

で
あ

る
。

戦
後

、
G

H
Q

の
マ

ッ
カ

ー
サ

ー
は

、
厳

し
い

占
領

政
策

の
も

と
で

、
日

本
の

民
衆

が
感

じ
て

い
る

社
会

生
活

上
の

様
々

な
不

安
や

、
政

治
へ

の
関

心
を

逸
ら

せ
て

、
大

衆
を

自
由

に
思

う
が

ま
ま

に
操

作
す

る
目

的
で

「
3
S
政

策
」
と

い
う

「
愚

民
政

策
」
を

強
力

に
押

し
進

め
た

。
「
3
S
政

策
」
と

は
、

S
c
re

e
n
（
ス

ク
リ

ー
ン

＝
映

画
鑑

賞
）
、

S
p
o
rt

（
ス

ポ
ー

ツ
＝

プ
ロ

ス
ポ

ー
ツ

観
戦

）
、

S
e
x（

セ
ッ

ク
ス

＝
性

産
業

）
の

よ
う

な
大

衆
の

欲
望

動
員

に
よ

る
娯

楽
を

「
政

治
に

対
す

る
不

満
、

不
安

の
ガ

ス
抜

き
」
に

使
う

「
愚

民
政

策
」
で

あ
り

、
ス

ポ
ー

ツ
で

は
、

プ
ロ

野
球

が
利

用
さ

れ
た

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
な

お
、

マ
ッ

カ
ー

サ
ー

は
、

無
類

の
野

球
好

き
で

も
知

ら
れ

る
。

韓
国

も
、

ア
メ

リ
カ

の
社

会
心

理
学

者
の

ア
ド

バ
イ

ス
を

受
け

て
、

「
3
S
政

策
」
を

実
施

し
て

い
る

。
古

代
ロ

ー
マ

帝
国

で
は

、
市

民
に

娯
楽

を
与

え
る

た
め

に
、

帝
国

の
支

配
地

に
は

必
ず

円
形

闘
技

場
（
コ

ロ
ッ

セ
オ

）
を

造
り

、
剣

闘
士

（
奴

隷
）
た

ち
の

死
闘

を
見

世
物

に
し

た
。

累
計

約
8
0
万

人
の

剣
闘

士
が

円
形

闘
技

場
で

死
ん

だ
（
殺

さ
れ

た
）
。

洋
の

東
西

、
時

代
を

問
わ

ず
、

国
民

を
「
愚

民
政

策
」
に

よ
り

統
治

す
る

こ
と

は
、

支
配

者
の

「
常

套
手

段
」
で

あ
る

。

●
現

代
日

本
の

愚
民

政
策

①
学

校
教

育
：
差

別
と

選
別

の
入

学
試

験
を

核
に

し
た

、
企

業
に

従
順

な
奴

隷
を

養
成

す
る

教
育

シ
ス

テ
ム

。
②

テ
レ

ビ
・
マ

ス
コ

ミ
：
N

H
K
に

よ
る

政
権

に
有

利
な

偏
向

報
道

。
バ

ラ
エ

テ
ィ

ー
、

ス
ポ

ー
ツ

番
組

に
よ

る
一

億
総

愚
民

化
の

推
進

。
③

ギ
ャ

ン
ブ

ル
（
競

馬
、

競
輪

、
パ

チ
ン

コ
、

マ
ー

ジ
ャ

ン
）
。

④
タ

バ
コ

、
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
。

「
立

て
ば

パ
チ

ン
コ

、
座

れ
ば

マ
ー

ジ
ャ

ン
、

歩
く
姿

は
千

鳥
足

」

●
大

人
・
下

戸
（
邪

馬
台

国
）
（
4
世

紀
）
→

氏
姓

制
度

（
大

臣
、

大
連

、
部

曲
、

名
代

・
子

代
）
（
5
世

紀
～

6
世

紀
）
→

冠
位

1
2
階

（
6
0
3
）
→

公
地

公
民

（
6
4
6
）
「
大

化
の

改
新

の
詔

」
「
初

め
て

、
戸

籍
、

計
帳

、
班

田
収

授
の

法
を

造
れ

」
→

庚
午

年
籍

（
最

初
の

戸
籍

）
（
6
7
0
）

→
八

色
の

姓
（
6
8
4
）
（
中

央
集

権
的

官
僚

制
度

）
→

●
大

宝
律

令
（
7
0
1
）
（
律

：
刑

法
、

令
：
行

政
組

織
、

官
吏

の
勤

務
規

定
、

人
民

の
租

税
・
労

役
な

ど
の

規
定

）
（
中

央
：
神

祇
官

、
太

政
官

）
（
地

方
：
機

内
・
七

道
、

国
（
国

司
）
、

郡
（
郡

司
）
、

里
（
里

長
）
）
（
摂

津
職

、
大

宰
府

）
（
蔭

位
の

制
）
（
刑

罰
の

強
化

）
（
戸

に
よ

る
支

配
：
戸

籍
、

計
帳

）
（
班

田
収

授
法

：
租

・
庸

・
調

・
運

脚
・
出

挙
）
→

●
鎮

護
国

家
（
東

大
寺

、
国

分
寺

）
→

勘
解

由
使

(7
9
7
)→

検
非

違
使

（
8
1
6
）
→

三
代

格
式

（
弘

仁
格

式
、

貞
観

格
式

、
延

喜
格

式
）
→

延
久

の
荘

園
整

理
令

(1
0
6
9
)→

守
護

・
地

頭
（
1
1
8
5
）
→

頼
朝

が
征

夷
大

将
軍

（
1
1
9
2
）
→

御
成

敗
式

目
（
貞

永
式

目
）
（
1
2
3
2
）
→

鎮
西

探
題

（
1
2
9
3
）
→

建
武

式
目

（
1
3
3
6
）
→

三
管

領
・
四

職
（
1
3
9
8
）
→

楽
市

令
（
1
5
7
7
）
→

太
閤

検
地

（
1
5
8
2
）
→

刀
狩

令
（
1
5
8
8
）
→

人
掃

令
（
1
5
9
1
）
→

●
武

家
諸

法
度

・
公

家
諸

法
度

（
1
6
1
5
）
→

五
人

組
制

度
（
1
6
1
9
）
→

参
勤

交
代

制
（
1
6
3
5
）
→

公
事

方
お

御
定

書
（
1
7
4
2
）
→

異
国

船
打

払
令

（
1
8
2
5
）
→

蛮
社

の
獄

（
1
8
3
9
）
→

安
政

の
大

獄
（
1
8
5
8
～

1
8
5
9
）
→

大
政

奉
還

（
1
8
6
7
）
→

●
五

箇
条

の
御

誓
文

（
1
8
6
8
）
→

版
籍

奉
還

（
1
8
6
9
）
→

壬
申

戸
籍

（
1
8
7
2
）
→

徴
兵

令
、

地
租

改
正

（
1
8
7
3
）
→

内
務

省
（
1
8
7
3
）
→

東
京

に
警

視
庁

（
1
8
7
4
）
→

廃
刀

令
（
1
8
7
6
）
→

集
会

条
例

（
1
8
8
0
）
→

軍
人

勅
諭

（
1
8
8
2
）
→

保
安

条
例

（
1
8
8
7
）
→

大
日

本
帝

国
憲

法
(1

8
8
9
)→

府
県

制
・
群

制
（
1
8
8
9
）
→

貨
幣

法
（
金

本
位

制
）
（
1
8
9
7
）
→

治
安

警
察

法
（
1
9
0
0
）
→

治
安

維
持

法
・
普

通
選

挙
法

（
1
9
2
5
）
→

国
家

総
動

員
法

（
1
9
3
8
）
→

国
民

徴
用

令
（
1
9
3
9
）
→

大
政

翼
賛

会
（
1
9
4
0
）
→

真
珠

湾
攻

撃
（
1
9
4
1
）
→

学
徒

出
陣

（
1
9
4
3
）
→

ポ
ツ

ダ
ム

宣
言

受
諾

（
1
9
4
5
）

①
主

権
（
他

国
の

干
渉

を
許

さ
な

い
法

律
、

掟
）
と

「
暴

力
装

置
」
: 
②

領
土

（
な

わ
ば

り
）
 ③

国
民

（
組

員
）

「
暴

力
装

置
」
:と

は
社

会
学

、
政

治
学

の
用

語
だ

が
、

国
家

権
力

に
よ

っ
て

組
織

化
さ

れ
、

制
度

化
さ

れ
た

軍
隊

や
警

察
の

実
力

組
織

の
こ

と
。

広
域

暴
力

団
の

場
合

は
、

「
武

闘
派

」
が

主
導

し
て

「
極

道
戦

争
」
を

展
開

す
る

。
国

と
広

域
暴

力
団

の
「
戦

争
」
、

「
抗

争
」
は

、
し

ば
し

ば
、

「
泥

沼
化

」
（
ベ

ト
ナ

ム
戦

争
）
、

（
イ

ラ
ク

戦
争

）
、

「
仁

義
な

き
戦

い
」
に

発
展

す
る

。

生
産

力
＝

生
産

手
段

×
労

働
力

生
産

力
は

、
歴

史
の

発
展

と
と

も
に

増
大

し
、

各
時

代
の

支
配

者
層

が
、

莫
大

な
富

を
独

占
し

て
き

た
。

現
在

、
世

界
の

ト
ッ

プ
6
2
人

の
大

富
豪

が
、

全
人

類
の

下
位

半
分

、
す

な
わ

ち
3
6
億

人
と

同
額

の
資

産
（
約

1
8
0
兆

円
）
を

持
っ

て
い

る
。

生
産

関
係

生
産

関
係

と
は

、
生

産
に

お
け

る
人

間
と

人
間

と
の

関
係

の
こ

と
。

誰
の

命
令

で
、

誰
が

生
産

（
労

働
）
す

る
の

か
。

各
時

代
の

支
配

者
層

が
、

国
民

に
生

産
（
労

働
）
さ

せ
る

。

生
産

手
段

（
道

具
）
の

所
有

者
卑

弥
呼

（
邪

馬
台

国
）
→

豪
族

（
弥

生
、

古
墳

）
→

ヤ
マ

ト
政

権
の

支
配

者
→

天
皇

（
貴

族
、

有
力

寺
社

）
→

摂
政

・
関

白
→

将
軍

(武
士

）
→

（
産

業
革

命
）
→

産
業

資
本

→
金

融
資

本
（
産

業
資

本
と

銀
行

資
本

の
融

合
）
→

（
グ

ロ
ー

バ
ル

化
）
→

グ
ロ

ー
バ

ル
資

本
（
G

A
F
A

)

（ 道 具 ）

生 産 手 段

人
は

生
き

て
い

く
た

め
に

は
、

道
具

で
生

産
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
人

は
何

を
道

具
に

し
て

生
産

す
る

の
か

。

●
世

界
史

：
（
打

製
石

器
→

磨
製

石
器

→
青

銅
器

→
鉄

器
（
鉄

は
国

家
な

り
）
→

（
鉄

と
石

炭
に

よ
る

産
業

革
命

：
1
8
世

紀
イ

ギ
リ

ス
）
→

（
IC

,L
S
I（

大
規

模
集

積
回

路
）
に

よ
る

デ
ジ

タ
ル

情
報

通
信

革
命

）
→

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
→

Io
T
→

ビ
ッ

グ
デ

ー
タ

→
A

I（
人

工
知

能
）

●
日

本
史

：
（
打

製
石

器
→

磨
製

石
器

→
青

銅
器

・
鉄

器
（
ヤ

マ
ト

政
権

の
基

盤
は

鉄
）
→

（
鉄

と
石

炭
に

よ
る

明
治

の
産

業
革

命
）
→

（
IC

,L
S
I（

大
規

模
集

積
回

路
）
に

よ
る

デ
ジ

タ
ル

情
報

通
信

革
命

）
→

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
→

Io
T
→

ビ
ッ

グ
デ

ー
タ

→
A

I（
人

工
知

能
）

●
第

一
次

産
業

革
命

（
綿

工
業

）
（
1
7
0
0
年

代
後

半
か

ら
1
8
0
0
年

代
前

半
：
イ

ギ
リ

ス
）
→

第
二

次
産

業
革

命
（
軽

工
業

か
ら

重
工

業
）
（
1
8
0
0
年

代
後

半
か

ら
1
9
0
0
年

代
前

半
：
ア

メ
リ

カ
、

ド
イ

ツ
）
→

第
三

次
産

業
革

命
（
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

に
よ

る
デ

ジ
タ

ル
革

命
）
（
1
9
0
0

年
代

後
半

か
ら

：
ア

メ
リ

カ
の

軍
事

技
術

が
民

間
産

業
へ

転
換

さ
れ

た
こ

と
が

転
機

）
→

第
四

次
産

業
革

命
（
イ

ン
ダ

ス
ト

リ
ー

（
4
.0

）
）
（
Io

T
に

よ
っ

て
人

と
設

備
が

協
調

し
て

動
く
こ

と
、

V
R

に
よ

る
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

シ
ス

テ
ム

の
改

革
、

ビ
ッ

グ
デ

ー
タ

や
ク

ラ
ウ

ド
を

活
用

し
た

管
理

、
消

費
者

ひ
と

り
ひ

と
り

の
ニ

ー
ズ

に
応

え
る

マ
ス

カ
ス

タ
マ

イ
ゼ

ー
シ

ョ
ン

）

「
男

女
関

係
」
「
婚

姻
関

係
」

支
配

者
階

級
の

階
級

イ
デ

オ
ロ

ギ
ー

支
配

者
階

級
が

国
民

を
支

配
す

る
身

分
制

度
、

法
律

、
諸

制
度

国
（
＝

広
域

暴
力

団
）
の

３
大

構
成

要
素

「
歴

史
と

は
何

か
？

」
「
歴

史
は

な
ぜ

変
化

す
る

の
か

？
」

社 会 を 構 成 す る も の （ 社 会 構 成 体 ）

経 済 的 土 台 （ 下 部 構 造 ）社 会 形 態 （ 上 部 構 造 ）

➡➡➡➡➡➡

二
つ

の
大

原
則

　
①

経
済

的
土

台
が

社
会

形
態

を
規

定
す

る
。

　
②

生
産

力
の

発
展

（
増

大
）
が

、
＜

生
産

関
係

→
生

産
様

式
＞

に
変

化
を

も
た

ら
し

、
古

い
社

会
形

態
と

の
矛

盾
を

原
動

力
と

し
て

、
歴

史
は

変
化

、
発

展
す

る
。

生 産 様 式
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東北

沖縄

数十万年前
～約1万年前 無土器

利器として打製石器・骨角器を使用し、生活は狩猟・採集によった。30万年前にさかのぼるともい
われる。旧石器時代の社会は、群れまたは社会ごとに指導者が存在した。男性・女性はおおむね
平等で、男性は狩猟、女性は漁労および育児を事としていたが、この役割はしばしば共有されてお
り、明確な分業はされていなかったと考えられている。岩宿遺跡（関東ローム層から打製石器が出
土した）。

約1万年前
～紀元前4世

紀
縄文

旧石器時代と縄文時代の違いは、土器の出現や竪穴住居の普及、貝塚の形式などがある。縄文
時代の終わりについては、地域差が大きい。定型的な水田耕作を特徴とする弥生文化の登場を
契機とするが、その年代については紀元前数世紀から紀元前10世紀頃までと多くの議論がある。

紀元前3世紀
～3世紀 弥生

弥生時代の特徴は、(1)稲作が始まったこと（2）金属器の使用が始まったこと（3）貧富や身分の差
が表れ始めたことである。その身分格差は、弥生時代の墓の発掘により伺い知ることが出来る。

4世紀～
6世紀

古墳

古墳時代は3世紀半ば過ぎから7世紀末頃までの約400年間を指すことが多い。中でも3世紀半ば
過ぎから6世紀末までは、前方後円墳が全国で造り続けられた時代であり、前方後円墳の時代と
呼ばれる。7世紀に入っても、方墳・円墳、八角墳などが造り続けられるが、この時期を古墳時代
終末期と呼ぶ。西暦266年から413年にかけて中国の歴史文献における倭国の記述がなく詳細を
把握できないため、この間は「空白の4世紀」とも呼ばれている。

飛鳥
推古朝を頂点として大和を中心に華開いた仏教文化。時期は、一般に仏教渡来から大化の改新
までをいう。朝鮮半島の百済や高句麗を通じて伝えられた中国大陸の南北朝の文化の影響を受
け、国際性豊かな文化でもある。多くの大寺院が建立され始め、仏教文化の最初の興隆期。

白鳳
645年（大化元年）の大化の改新から710年（和銅3年）の平城京遷都までの飛鳥時代に華咲いた
おおらかな文化である。天智天皇のときに最盛期を迎えた。

8世紀 天平
7世紀終わり頃から8世紀の中頃までをいい、奈良の都平城京を中心にして華開いた貴族・仏教文
化である。この文化を、聖武天皇のときの元号天平を取って天平文化と呼ぶ。あおによし。。。

9世紀
弘仁・
貞観

弘仁・貞観年間を中心とする平安時代前期（ほぼ9世紀に相当）の文化。弘仁 (810～824) （嵯峨
天皇、淳和天皇）貞観 (859～877) （清和天皇）

10世紀

11世紀

院政期
平安時代末葉の11世紀後半から鎌倉幕府成立に至る12世紀末にかけての日本の文化。院政期
は、日本社会史上、貴族勢力の衰退と武士勢力の伸長という過渡期に位置しており、文化の面で
もこのような時代の気風を反映した新しい動きがみられた。

13世紀

南北朝
（1336-
1392）

15世紀

桃山
織田信長と豊臣秀吉によって天下統一事業が進められていた安土桃山時代の日本の文化であ
る。この時代、戦乱の世の終結と天下統一の気運、新興大名・豪商の出現、さかんな海外交渉な
どを背景とした、豪壮・華麗な文化が花ひらいた。

17世紀 寛永

寛永年間（1624～1645）を中心とする文化。寛永文化の中心は京都であり、中世以来の伝統を引
き継ぐ町衆勢力と後水尾天皇を中心とする朝廷勢力が、封建制を強化する江戸幕府に対抗する
形で古典文芸・文化の興隆を生み出し、後に江戸においても儒学・武家を中軸とした文化が形成
された。

18世紀 元禄

元禄時代（1688 ～ 1707）、主に京都・大坂（大阪）などの上方を中心として発展した文化である。
特色として庶民的な面が濃く現れているが、必ずしも町人の出身ばかりでなく、元禄文化の担い手
として武士階級出身の者も多かった。上方から発生し、朱子学、自然科学、古典研究が発達した。
尾形光琳らによる琳派、土佐派などが活躍、野々村仁清、本阿弥光悦等による陶芸が発展。

化政

文化・文政期（1804～1830）を中心とする町人文化。政治・社会の出来事や日常の生活を風刺す
る川柳が流行した。また、文学では、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』のように、庶民生活を面白
おかしく描いた、滑稽な作り話が好まれた。版画では、多彩な色彩を表現できる技術が向上し、そ
のような技術で作られた版画は錦絵と呼ばれた。江戸から発生し、商人などの全国的交流や、出
版・教育の普及によって各地に伝えられていった。また、これに伴い、内容も多様化していき、庶民
へと浸透していった。風俗上で時代劇の舞台とされることが最も多いのがこの時代である。

文明
開化

明治時代の日本に西洋の文明が入ってきて、制度や習慣が大きく変化した現象のことを指す。さ
らに、「西洋のものなら何でもよい」という、考えが出ていた。

大正

昭和

平成

令和

東山
室町時代中期の文化で、八代将軍足利義政（1436～1491）が築いた京都の東山山荘を中心に、
武家、公家、禅僧らの文化が融合して生まれた。慈照寺銀閣は東山文化を代表する建築である。

21世紀

原
始
・
古
代

中
世

近
世

近
代
・
現
代

原
始
共
産
制

奴
隷
制
【

生
口

、
奴
婢

、
部
民
制

（
子
代

、
名
代

、
部
曲

）
、
五
色
の
賤

】

封
建
制

（
封
土
地
建
国

）
（
御
恩
と
奉
公

）
（
一
所
懸
命

）

資
本
主
義

12世紀

鎌倉

北山
室町時代初期の文化で、三代将軍足利義満（1358～1408）の北山山荘に代表され、14世紀末～
15世紀前半までをさす。東山文化に対して使われる言葉である。ただし、今日の歴史学では東山
文化と合わせて「室町文化」と呼ぶのが一般的である。

弥生
「格差社会」開始

平安
　（794～1185）

荘園(権力者、有力寺
社の私有地）が発達

鎌倉
(1185～1333)
「守護・地頭」

鎌倉幕府の成立した12世紀末葉から幕府が滅亡した14世紀前半にかけての文化。
王朝国家からの自立を指向する本格的な武家政権が東国に開かれた時代。各方面で新しい文化
的所産が生まれた。

建武の新政
（1333～1335）

国風

旧石器

新石器・縄文

日本史の時代区分と各文化の特徴

10世紀の初め頃から11世紀の摂関政治期を中心とする文化であり、12世紀の院政期文化にも広
く影響を与えた。以前は894年の遣唐使停止により中国の影響を抜け出し、日本独自の文化が発
展したと一般的に解釈されてきた。しかし、遣唐使廃止後も対外交流は盛んで中国の文物は多く
日本に流入していた。そのため、遣唐使停止を国風文化の画期とすることは誤りであり、遣唐使停
止は日本文化の国風化を加速させる要因であったとみることが適当である。

奈良
（710～794）

西暦年 時代区分 文化 特徴

7世紀

三
山
時
代

琉
球
王
国

薩
摩
藩
支
配

20世紀

古墳
部民制（奴隷制
社会）の発達

飛鳥
（6世紀末～710）

14世紀

16世紀

室町
（1336～
1573）

安土桃山
（1573～1603）

19世紀

蝦
夷

（
え
み
し

、
え
び
す

、
え
ぞ

）

江戸
（1603～1868）

貨幣経済の発展
が、農業経済中
心に構築された
幕藩体制を揺る
がし、明治維新
の内的要因とな

る。

戦国
（1493-
1573）

大正（1912～1926）

昭和（1926～1989）

平成（1989～2019）

令和（2019～）

明治
（1868～1912）
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